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一　

は
し
が
き

　

明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
四
月
十
七
日
夜
、
埼
玉
県
秩
父
郡
日
野
原
村
の
青
年
自
由
党
員
村
上
泰
治
の
要
請
に
よ
り
岩
井
丑

五
郎
、
南
関
三
の
両
名
が
、
当
時
明
治
政
府
の
密
偵
と
怪
し
ま
れ
て
い
た
同
じ
自
由
党
員
の
照
山
俊
三
を
ピ
ス
ト
ル
で
射
殺
す
る

と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
の
ち
に
浦
和
事
件
（
密
偵
殺
し
）
と
呼
ば
れ
る
事
件
が
こ
れ
で
あ
る
。

　

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
関
戸
覚
蔵
『
東
陲
民
権
史
』（
明
治
三
十
六
年
）、『
自
由
党
史
』（
明
治
四
十
三
年
）、
伊
藤
痴
遊
『
巨

人
星
亨
』（
伊
藤
痴
遊
全
集
第
九
巻
、
昭
和
四
年
）、
同
『
自
由
党
秘
録
』（
伊
藤
痴
遊
全
集
第
一
一
巻
、
昭
和
五
年
）、
日
野
沢

教
育
委
員
会
『
日
野
沢
村
誌
』（
昭
和
三
十
年
）、
四
方
田
稔
・
中
畦
正
一
「
村
上
泰
治
の
裁
判
」（『
歴
史
学
研
究
』
第
一
八
六

号
、
昭
和
三
十
年
八
月
）、
萩
原
進
「
勇
ま
し
き
先
駆
者
─
─
宮
部
襄
と
群
馬
県
の
民
権
運
動
」（
見
田
宗
介
編
『
明
治
の
群
像

５
』
昭
和
四
十
三
年
）、
福
田
薫
「
密
偵
殺
し
─
─
照
山
俊
三
事
件
─
─
」（
藤
林
伸
治
編
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
群
馬
事
件
』
昭
和
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五
十
四
年
）、
森
長
英
三
郎
『
裁
判
自
由
民
権
時
代
』（
昭
和
五
十
四
年
）
等
々
の
諸
文
献
が
言
及
し
て
お
り
、
ま
た
、『
埼
玉
郷

土
辞
典
』（
埼
玉
新
聞
社
）、『
大
百
科
事
典
』（
平
凡
社
）、『
国
民
百
科
大
事
典
』（
富
山
房
）
な
ど
の
事
典
類
で
も
、
独
立
し
た

項
目
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
本
事
件
は
自
由
民
権
関
係
事
件
の
な
か
で
は
、
決
し
て
大
規
模
な
事
件
で
は
な
い
が
、
比
較
的
著

名
な
事
件
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
本
事
件
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
必
ず
し
も
量
的
に
も
質
的
に
も
十
分
で
は
な
く
、
実
証
性
が
乏
し

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
地
元
郷
土
史
家
で
あ
る
四
方
田
稔
・
中
畦
正
一
の
両
氏
に
よ
る
前
掲
「
村
上
泰
治
の
裁
判
」
は
、

地
元
に
残
る
原
資
料
を
利
用
し
た
労
作
で
あ
る
が
、「
村
上
の
死
亡
月
日
が
故
意
に
変
更
さ
れ
て
架
空
の
生
命
が
約
四
カ
月
も
延

長
さ
れ
た
」
と
か
、「
宮
部
と
岩
井
の
刑
期
の
相
違
に
つ
い
て
も
わ
れ
わ
れ
は
疑
問
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
る
な
ど
、

放
置
で
き
な
い
誤
り
を
含
ん
で
い
る
。

　

本
稿
は
、
従
来
の
浦
和
事
件
研
究
に
つ
い
て
、
再
検
討
の
余
地
が
大
き
い
と
考
え
、
あ
ら
た
め
て
事
件
の
全
容
を
精
査
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二　

事
件
の
経
緯

　

群
馬
県
の
自
由
民
権
運
動
が
本
格
化
す
る
の
は
、
明
治
十
二
年
四
月
、
高
崎
で
有
信
社
（
宮
部
襄
、
長
坂
八
郎
）
が
結
成
さ
れ

て
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
後
、
大
間
々
町
に
尽
節
社
（
新
井
毫
）、
前
橋
に
大
成
社
（
斉
藤
壬
生
雄
）、
精
成
社
（
小
勝
俊
吉
）、

館
林
に
交
親
会
（
木
呂
子
退
蔵
）
等
々
の
各
政
社
が
あ
い
つ
い
で
誕
生
し
た
。
し
か
し
、斉
藤
壬
生
雄
が
「
前
橋
ニ
大
成
社
ア
リ
。

余
等
ノ
同
志
ハ
皆
素
養
ア
ル
者
ナ
リ
。
高
崎
ノ
有
志（

信
）志
社
ト
ハ
関
係
ナ
シ
。
…
…
余
等
ノ
大
成
社
ハ
集
会
条
例
ノ
発
布
ト
共
ニ
解
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」
と
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
、
群
馬
県
下
の
各
政
社
は
「
集
会
条
例
ノ
発
布
」（
明
治
十
三
年
四
月
）
の
頃
ま
で
は
そ
れ
ぞ

れ
独
自
の
道
を
歩
み
、
そ
の
結
び
つ
き
は
、
決
し
て
強
固
な
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
県
下
各
政
社
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
連
携

が
深
ま
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
明
治
十
三
年
十
一
月
の
国
会
期
成
同
盟
第
二
回
大
会
に
新
井
毫
、
長
坂
八
郎
、
木
呂
子
退
蔵
、
斉

藤
壬
生
雄
の
四
名
が
参
加
し
、
さ
ら
に
十
四
年
十
月
の
自
由
党
創
立
大
会
に
宮
部
襄
と
斉
藤
壬
生
雄
の
両
名
が
そ
ろ
っ
て
出
席
し

て
か
ら
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
十
四
年
十
二
月
に
は
宮
部
の
指
導
の
も
と
、
自
由
党
上
毛
部
（
高
崎
に
本
部
）
が
設

置
さ
れ
、
十
五
年
六
月
に
宮
部
が
自
由
党
本
部
の
幹
事
に
就
任
、
自
由
党
の
指
導
的
立
場
に
立
っ
た
こ
と
か
ら
、
群
馬
県
の
自
由

民
権
運
動
は
俄
然
活
発
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

）
2
（

。

　

し
か
し
、
運
動
が
活
発
化
す
る
と
と
も
に
自
由
党
上
毛
部
（
上
毛
自
由
党
）
の
機
密
が
漏
れ
て
、
し
ば
し
ば
運
動
が
混
乱
す
る

事
態
が
発
生
し
た
。
同
志
た
ち
は
、
互
い
に
密
偵
が
潜
り
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
心
暗
鬼
と
な
っ
た
。
そ
し
て
同
志
た

ち
の
疑
い
は
、
専
ら
上
毛
地
方
に
し
ば
し
ば
出
没
す
る
旧
自
由
党
員
照
山
俊
三
に
向
け
ら
れ
、
ひ
そ
か
に
彼
の
殺
害
計
画
が
立
て

ら
れ
た
。
事
件
の
発
端
に
つ
い
て
、「
予
審
終
結
言
渡
書
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

）
3
（

。

　

各
被
告
人
並
ニ
照
山
俊
三
ハ
、
旧
自
由
党
員
ニ
シ
テ
意
気
ノ
投
合
ス
ル
ヨ
リ
、
互
ニ
其
胸
襟
ヲ
叩
キ
相
依
リ
相
信
シ
其
淪

ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
盟
ヒ
居
タ
ル
処
、
何
時
ト
ナ
ク
照
山
俊
三
ハ
反
対
党
ノ
間
者
ナ
リ
ト
ノ
風
評
起
リ
、
…
…
明
治
十
七
年
四
月

十
三
日
夜
宮
部
カ
寓
居
ナ
ル
東
京
芝
区
葦
手
町
拾
七
番
地
ノ
二
階
ニ
於
テ
新
井
愧
三
郎
、
鈴
木
新
太
郎
ハ
相
共
ニ
照
山
ヲ
埼

玉
県
秩
父
郡
ニ
誘
出
シ
テ
之
ヲ
殺
害
シ
以
テ
同
党
ノ
為
メ
ニ
有
害
ヲ
除
ン
ト
議
ス
。
然
レ
共
此
事
タ
ル
宮
部
長
坂
ノ
許
容
ナ

キ
内
、
之
ヲ
決
行
セ
ハ
後
日
或
ハ
党
中
ニ
紛
議
ヲ
生
シ
、
ソ
レ
ヨ
リ
事
ノ
発
覚
ス
ル
ニ
至
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
。
故
ニ
其
許
容

ヲ
得
ル
コ
ソ
肝
要
ナ
リ
ト
テ
、
同
夜
宮
部
ヘ
其
事
情
ヲ
告
ケ
タ
ル
ニ
宮
部
モ
之
レ
ニ
賛
成
シ
、
翌
十
四
日
ノ
朝
新
太
郎
ハ
長
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坂
ノ
寓
所
ヲ
訪
ヒ
之
ヲ
誘
フ
テ
永
坂
町
ノ
蕎
麦
屋
ニ
密
会
シ
語
ル
ニ
、
照
山
カ
所
業
不
正
ニ
シ
テ
自
由
党
ノ
為
メ
ニ
有
害
ナ

レ
ハ
秩
父
地
方
ニ
誘
出
シ
テ
殺
害
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
以
テ
シ
タ
ル
ニ
、
長
坂
之
レ
ニ
同
意
シ
必
ス
語
ラ
サ
ル
様
致
ス
ヘ
シ
ト
云
ヘ

リ
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
明
治
十
七
年
四
月
十
三
日
夜
、
新
井
愧
三
郎
と
鈴
木
新
太
郎
は
東
京
芝
の
宮
部
襄
宅
で
照
山
殺
し
を
相
談
、

宮
部
襄
、
長
坂
八
郎
も
こ
れ
に
賛
同
し
た
こ
と
、
計
画
は
、
照
山
を
「
秩
父
地
方
ニ
誘
出
シ
テ
殺
害
」
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
照
山
が
、
新
井
愧
三
郎
と
鈴
木
新
太
郎
の
誘
い
に
は
、
な
か
な
か
乗
っ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
新

井
と
鈴
木
は
深
井
卓
爾
と
相
談
、
秩
父
か
ら
上
京
中
の
村
上
泰
治
に
、
照
山
を
連
れ
出
し
、
計
画
を
実
行
す
る
役
割
を
依
頼
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

村
上
が
照
山
を
連
れ
出
し
、
秩
父
日
野
沢
村
の
村
上
の
自
宅
に
到
着
す
る
ま
で
の
経
緯
、
さ
ら
に
は
、
現
地
で
村
上
の
依
頼
を

受
け
、
岩
井
丑
五
郎
、
南
関
三
の
両
名
が
照
山
俊
三
を
殺
害
す
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
前
掲
予
審
終
結
書
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る

）
4
（

。

此
日
（
十
五
日
）
午
前
十
一
時
頃
出
京
シ
テ
宮
部
方
ニ
泊
シ
居
ル
村
上
泰
治
ニ
面
会
シ
宮
部
襄
ト
共
ニ
照
山
殺
害
ノ
共
謀
ヲ

告
ケ
、
且
之
ヲ
連
帰
リ
秩
父
辺
ニ
テ
殺
害
シ
呉
レ
ヨ
ト
嘱
託
セ
リ
。
…
…
村
上
ハ
又
已
ニ
照
山
ヲ
欺
キ
秩
父
へ
同
行
ヲ
諾
セ

シ
メ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
其
日
午
後
宮
部
方
ヨ
リ
照
山
ヲ
連
出
シ
上
野
ニ
至
リ
シ
モ
汽
車
ニ
乗
後
レ
其
夜
ハ
照
山
ヲ
連
レ
テ
芳（

吉
）原

ノ
妓
楼
ニ
遊
ヒ
翌
十
七
日
共
々
一
番
ノ
汽
車
ニ
乗
リ
本
庄
ニ
達
シ
同
所
ヨ
リ
馬
車
ニ
乗
車
児
玉
郡
太
駄
村
達
シ
同
所
ヨ
リ
徒

歩
ニ
テ
秩
父
郡
下
日
野
沢
村
字
重
木
即
チ
村
上
泰
治
カ
居
宅
ニ
到
着
セ
リ
。
午
後
四
時
前
後
ナ
リ
。
此
時
泰
治
方
ニ
岩
井
丑
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五
郎
並
ニ
南
関
三
ノ
来
リ
居
リ
相
共
ニ
喫
酒
シ
村
上
泰
治
ハ
時
機
ヲ
見
合
セ
丑
五
郎
ヲ
同
家
入
口
ノ
処
ニ
招
キ
、
照
山
ハ
自

由
党
ニ
害
ア
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
当
地
ヘ
連
出
シ
殺
害
ス
ル
コ
ト
ニ
在
京
ノ
宮
部
、
長
坂
、
深
井
、
新
井
、
鈴
木
等
ト
協
議
シ
テ

自
党
ノ
為
メ
ニ
害
ヲ
除
キ
一
功
ヲ
立
テ
ヨ
ト
頼
ミ
タ
ル
ニ
丑
五
郎
ハ
速
ニ
承
諾
シ
、
夫
ヨ
リ
関
三
ニ
密
会
シ
泰
治
ヨ
リ
聞
ク

処
、
又
頼
マ
レ
タ
ル
事
ヲ
告
ケ
今
夜
共
ニ
照
山
ヲ
誘
出
シ
テ
殺
害
セ
ン
コ
ト
ヲ
謀
ル
ニ
、
関
三
亦
之
レ
ニ
同
意
シ
タ
ル
ニ
依

リ
、
丑
五
郎
ハ
照
山
ノ
集
会
条
令
違
犯
ア
ル
ヲ
奇
貨
ト
シ
此
辺
ハ
探
偵
厳
密
ナ
ル
ニ
ヨ
リ
足
ヲ
留
ム
ル
処
ニ
ア
ラ
ス
故
ニ
関

三
ト
道
案
内
ス
ヘ
キ
ニ
付
今
夜
出
発
ス
ヘ
シ
ト
申
勧
メ
、
丑
五
郎
ハ
所
持
ノ
短
銃
ヲ
懐
ニ
シ
関
三
ハ
丑
五
郎
カ
所
有
ノ
仕
込

杖
ヲ
携
へ
照
山
ヲ
連
出
シ
、
供
々
児
玉
郡
太
駄
村
地
内
杉
ノ
峠
ニ
至
リ
丑
五
郎
ハ
短
銃
ニ
テ
照
山
ノ
背
部
ヲ
射
撃
シ
テ
其
弾

丸
心
臓
ヲ
貫
キ
胸
部
ニ
徹
ス
、
関
三
ハ
仕
込
杖
ヲ
抜
キ
其
頚
部
頭
部
ヲ
乱
撃
シ
テ
之
ヲ
殺
シ
尚
其
口
ヲ
割
キ
其
鼻
ヲ
剥
キ
其

面
ヲ
引
カ
ス
。
其
創
傷
凡
テ
大
小
弐
拾
有
余
個
所
ナ
リ
。
且
其
何
人
タ
ル
ヲ
知
ラ
シ
メ
サ
ル
為
面
部
ヘ
塗
ル
ニ
泥
土
ヲ
以
テ

ス
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
岩
井
丑
五
郎
、
南
関
三
の
両
名
は
、
村
上
の
要
請
を
た
だ
ち
に
聞
き
入
れ
た
こ
と
、
ま
た
丑
五
郎
は
、
照
山

が
集
会
条
例
違
反
で
追
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
材
料
に
「
此
辺
ハ
探
偵
厳
密
ナ
ル
ニ
ヨ
リ
足
ヲ
留
ム
ル
処
ニ
ア
ラ
ス
」
と
警
告
し

「
故
ニ
関
三
ト
道
案
内
ス
ヘ
キ
ニ
付
今
夜
出
発
ス
ヘ
シ
」
と
勧
め
た
こ
と
、
殺
害
現
場
は
村
上
宅
か
ら
二
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
杉
ノ

峠
で
、
丑
五
郎
は
短
銃
を
発
射
、
関
三
は
仕
込
杖
で
切
り
つ
け
、
照
山
の
殺
害
に
至
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。　

　

自
由
党
員
照
山
俊
三
の
死
体
が
埼
玉
県
児
玉
郡
太
駄
村
の
杉
ノ
峠
で
発
見
さ
れ
た
の
は
、
明
治
十
七
年
四
月
十
八
日
早
朝
の
こ

と
で
あ
る
。
所
轄
の
八
幡
山
警
察
署
か
ら
警
部
と
巡
査
が
急
行
し
、
戸
長
茂
木
善
一
郎
と
庶
務
今
井
茂
一
郎
の
立
ち
会
い
の
下
、

医
師
中
神
貞
作
、
同
小
林
玄
弘
の
両
名
に
よ
っ
て
検
死
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
し
か
し
被
害
者
の
身
元
は
す
ぐ
に
は
判
明
せ
ず
、
数
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日
後
に
、
よ
う
や
く
照
山
俊
三
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
照
山
と
村
上
泰
治
が
犯
行
当
日
に
本
庄
宿
駅
か
ら
太
駄
村
に

向
か
っ
て
歩
い
て
い
た
と
の
目
撃
情
報
か
ら
、
容
疑
者
と
し
て
村
上
が
浮
か
び
上
が
り
、
捜
査
は
急
速
に
進
展
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　

村
上
泰
治
宅
は
、
十
七
年
五
月
二
十
一
日
地
元
警
察
の
捜
索
を
う
け
る
が
、
村
上
は
す
で
に
逃
走
、
東
京
松
久
町
で
六
月
二
十

日
前
後
に
、
謀
殺
の
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
。

　

ま
た
長
坂
八
郎
と
新
井
愧
三
郎
は
五
月
二
十
四
日
東
京
で
逮
捕
さ
れ
た
。『
郵
便
報
知
新
聞
』
は
、
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る

）
5
（

。

　

嘗
て
在
京
中
な
り
し
群
馬
県
の
自
由
党
員
長
坂
八
郎
、
新
井
愧
三
郎
の
両
氏
は
一
昨
日
突
然
巡
査
が
出
張
し
て
拘
引
に
な

り
し
由
な
る
が
、
多
分
集
会
条
例
違
犯
の
件
な
る
べ
し
と
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
宮
部
襄
は
、
か
ね
て
か
ら
予
定
し
て
い
た
自
由
党
関
西
有
志
懇
親
会
に
出
席
の
た
め
関
西
に
滞
在
し
て
い
た
。

宮
部
の
捕
縛
の
模
様
に
つ
い
て
『
朝
野
新
聞
』
は
、
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る

）
6
（

。

聞
く
所
に
よ
れ
ば
何
故
に
や
同
氏
は
先
達
て
東
京
を
発
し
高
野
山
の
或
る
寺
院
に
入
り
て
頭
髪
を
剃
落
し
て
墨
染
め
の
衣
に

姿
を
変
へ
夫
よ
り
熊
野
地
方
を
指
し
て
行
く
途
中
和
州
吉
野
郡
の
豪
家
土
倉
庄
三
郎
氏
方
に
一
宿
し
、
翌
日
同
郡
上
市
村
ま

で
到
り
し
時
警
察
の
手
に
捕
縛
せ
ら
れ
、
此
節
大
坂
に
お
い
て
取
調
中
の
趣
な
る
が
如
何
な
る
嫌
疑
に
因
れ
る
も
の
か
未
だ

詳
な
ら
ず
。
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さ
ら
に
岩
井
、
南
、
鈴
木
新
太
郎
は
茨
城
で
逮
捕
さ
れ
、
深
井
も
新
潟
県
で
逮
捕
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
浦
和
事
件
の
関
係
者
は

半
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
全
員
が
捕
縛
さ
れ
、別
件
（
群
馬
事
件
等
）
で
逮
捕
さ
れ
た
宮
部
、新
井
は
前
橋
に
、岩
井
、村
上
、南
、

鈴
木
は
浦
和
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三  

裁
判
の
経
緯

　

浦
和
事
件
の
容
疑
者
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
人
々
の
う
ち
、
宮
部
以
下
数
名
の
者
は
、
別
件
（
群
馬
事
件
等
）
と
の
関
連
に
お
い

て
、
前
橋
に
送
ら
れ
た
こ
と
は
、
前
節
で
述
べ
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
そ
の
よ
う
な
容
疑
が
消
え
、
か
れ
ら
が
浦
和
事
件
だ
け
の

容
疑
者
と
し
て
、
い
つ
浦
和
へ
送
ら
れ
た
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
十
八
年
の
秋
に
は
、
浦
和
に
送
ら
れ
た
も
の
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
村
上
、
南
、
岩
井
、
宮
部
、
深
井
、
長
坂
、
新
井
、
鈴
木
に
つ
い
て
、
検
事
の
起
訴
が
い
つ
行
な

わ
れ
、
ま
た
予
審
が
い
つ
開
始
さ
れ
た
の
か
も
、
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。

　

現
在
、
村
上
家
に
は
、
予
審
中
の
密
室
監
禁
に
関
す
る
文
書
が
、
数
通
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
村
上
に
対
す
る
密
室
監
禁

言
渡
書
一
通
（
十
九
年
九
月
十
五
日
付
）、同
じ
く
密
室
監
禁
延
長
言
渡
書
二
通
（
十
九

）
7
（

年
九
月
二
十
七
日
付
、同
年
十
月
八
日
付
）、

深
井
、
村
上
、
鈴
木
に
対
す
る
密
室
監
禁
解
除
言
渡
書
一
通
（
十
九
年
十
月
十
八
日
付
）
で
、
い
ず
れ
も
謄
本
で
あ
る

）
（
（

。
密
室
監

禁
は
、
予
審
中
、
予
審
判
事
が
「
事
実
発
見
」
の
た
め
、
被
告
人
を
個
別
に
隔
離
拘
禁
し
て
取
り
調
べ
を
行
な
う
制
度
で
、
十
日

間
を
限
度
と
し
た
。
十
日
ご
と
の
期
間
の
更
新
は
、
も
と
よ
り
許
さ
れ
た
が
、
十
日
間
に
少
な
く
と
も
二
回
の
取
り
調
べ
を
行
な

う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
（
治
罪
法
第
一
四
三
条
─
第
一
四
五
条
）。
こ
れ
ら
の
文
書
の
存
在
に
よ
り
、
村
上
は
、
十
九

年
九
月
十
五
日
か
ら
十
日
間
づ
つ
三
回
に
わ
た
っ
て
密
室
監
禁
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
、
深
井
、
鈴
木
は
十
月
八
日
か
ら
十
日
間
の



（

そ
れ
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
し
、
深
井
、
鈴
木
が
十
月
八
日
以
降
に
密
室
監
禁
に
処
せ
ら
れ
た
か
ど
う
か
、
ま

た
他
の
被
告
が
同
様
の
処
置
を
採
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
、
不
明
で
あ
る
。
予
審
に
お
け
る
取
り
調
べ
は
、
十
八
年
十
月
頃
か
ら
開

始
さ
れ
、
翌
十
九
年
秋
に
は
本
格
化
し
、
彼
告
の
一
部
に
つ
い
て
は
密
室
監
禁
を
行
な
い
、
厳
重
な
追
及
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
予
審
に
お
い
て
、
宮
部
は
、
深
井
、
長
坂
、
新
井
、
鈴
木
ら
と
照
山
殺
し
を
謀
議
し
、
そ
の
殺
人
を
村
上
に
指
示

し
た
こ
と
を
、
終
始
一
貫
し
て
否
認
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、
岩
井
、
鈴
木
の
両
名
を
茨
城
の
仙
波
兵
庫
ら
に
依
頼
し
て
匿
っ
た
件

に
つ
い
て
も
、
宮
部
は
、
こ
れ
を
全
面
的
に
否
認
し
た
。

　

明
治
二
十
年
一
月
二
十
五
日
、
予
審
は
終
結
し
た
。
関
係
者
の
最
初
の
逮
捕
の
と
き
か
ら
か
ぞ
え
る
と
、
二
年
数
か
月
の
歳
月

が
経
過
し
て
い
た
。
当
時
の
裁
判
の
予
審
と
し
て
は
、
異
例
の
長
期
間
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
取
り
調
べ
が
難
航
し
た
と
も
い
え
る

だ
ろ
う
。
こ
の
予
審
決
定
に
よ
る
と
、
官
部
、
長
坂
、
深
井
、
新
井
、
鈴
木
の
五
名
が
、
照
山
殺
し
を
謀
議
し
、
そ
の
こ
と
を
東

京
で
村
上
に
委
嘱
、
村
上
は
照
山
を
連
れ
て
秩
父
の
自
宅
へ
戻
り
、
そ
こ
で
村
上
は
、
岩
井
、
南
両
名
に
照
山
の
殺
害
を
指
示
し
、

明
治
十
七
年
四
月
十
七
日
、
秩
父
の
杉
ノ
峠
で
、
岩
井
は
短
銃
、
南
は
仕
込
み
杖
を
も
っ
て
照
山
を
殺
害
し
た
も
の
と
断
定
、
岩

井
は
刑
法
第
二
九
二
条
の
謀
殺
罪
で
死
刑
、
村
上
は
刑
法
第
一
○
五
条
で
、
そ
の
教
唆
、
第
八
一
条
の
未
成
年
軽
減
を
適
用
し
て

無
期
徒
刑
に
該
当
す
る
か
ら
、
浦
和
重
罪
裁
判
所
の
公
判
に
付
す
る
も
の
と
し
、
宮
部
ら
五
名
は
殺
害
の
謀
議
は
あ
っ
た
が
、
教

唆
の
教
唆
で
あ
る
か
ら
免
訴
で
あ
る
と
し
て
い
る

）
（
（

。
こ
の
予
審
終
結
に
先
立
ち
、
南
関
蔵
は
、
十
九
年
七
月
十
日
、
浦
和
監
獄
で

死
亡
し
た
。
予
審
終
結
言
渡
書
の
被
告
に
南
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　

現
在
、
村
上
家
に
は
、「
予
審
終
結
言
渡
書
」
お
よ
び
そ
の
「
送
達
書
」（
二
十
年
一
月
二
十
五
日
付
）、「
告
知
書
」
お
よ
び
そ

の
「
送
達
書
」（
二
十
年
一
月
二
十
六
日
付
）
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、「
告
知
書
」
は
、
次
の
通
り
で
あ
る

）
（（
（

。



明治十七年・浦和事件の一考察

（

　
　
　
　
　

告　
　

知　
　

書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村　

上　

泰　

治　
　
　
　
　

右
泰
治
カ
被
告
タ
ル
明
治
廿
年
一
月
廿
五
日
附
謀
殺
事
件
予
審
終
結
言
渡
書
ニ
対
シ
故
障
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
。
其
期
限
ハ
一

日
内
ナ
リ
ト
ス

　
　

明
治
二
十
年
一
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

             

浦
和
軽
罪
裁
判
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

          

書
記　

中
川
富
太
郎　
　
　
　
　

　

こ
の
告
知
書
の
送
達
書
に
よ
る
と
、
村
上
は
「
病
気
ニ
付
自
書
不
能
」
と
し
て
、
本
人
に
代
り
、
埼
玉
県
看
守
加
藤
三
雄
が
、

受
領
の
署
名
を
行
な
っ
て
い
る
。
当
時
、
村
上
は
、
か
な
り
の
重
病
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
予
審
の
終
結
を
つ
た
え
る

『
朝
野
新
聞
』
の
記
事
は

）
（（
（

、

　

旧
自
由
党
員
人
宮
部
襄
、
長
坂
八
郎
、
深
井
卓
爾
、
新
井
愧
三
郎
、
鈴
木
新
太
郎
、
村
上
泰
治
、
岩
井
丑
五
郎
の
七
氏
は

去
月
二
十
五
日
浦
和
軽
罪
裁
判
所
に
於
て
予
審
終
結
の
言
渡
を
受
け
た
る
が
、
宮
部
氏
以
下
五
氏
は
治
罪
法
第
二
百
二
十
四

条
第
二
項
に
拠
り
免
訴
と
な
り
村
上
岩
井
の
二
氏
は
猶
嫌
疑
晴
れ
ず
浦
和
重
罪
裁
判
所
へ
移
す
旨
の
言
渡
を
受
け
た
り
。
右

に
付
去
る
二
十
八
日
高
崎
の
有
志
者
は
春
靄
館
に
於
て
最
も
盛
大
な
る
饗
宴
を
張
り
五
氏
が
晴
天
白
日
の
身
と
な
れ
る
を
祝

し
併
せ
て
多
年
繋
獄
の
艱
苦
を
慰
め
ら
れ
た
り
。
此
日
来
会
す
る
者
百
五
十
余
名
に
し
て
席
上
演
説
及
祝
文
等
あ
り
て
頗
る

壮
快
を
極
め
た
り
。
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と
晴
天
白
日
と
な
っ
た
宮
部
以
下
五
名
を
迎
え
る
祝
宴
の
模
様
を
伝
え
る
一
方
、

　

因
に
云
ふ
。
右
被
告
人
の
内
、
村
上
泰
治
氏
は
、
目
下
浦
和
の
獄
中
に
て
病
に
罹
り
殆
ん
ど
危
篤
な
り
と
、
上
野
新
報
社

よ
り
詳
報
あ
り
。

と
報
じ
て
い
る
。

　

元
来
、
重
罪
裁
判
所
へ
移
す
と
の
予
審
決
定
が
確
定
す
れ
ば
、
可
及
的
す
み
や
か
に
、
検
事
の
公
訴
状
が
作
成
さ
れ
、
裁
判
所

へ
提
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
（
治
罪
法
第
三
七
三
条
以
下
）、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
か
公
訴
状
の
提
出
が
著
し
く
遅

延
し
た
。
そ
の
間
、
村
上
の
病
状
は
悪
化
し
、
二
十
年
六
月
十
八
日
、
浦
和
監
獄
に
お
い
て
死
亡
し
た
。
葬
儀
は
、
二
十
二
日
に

行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、「
会
葬
人
氏
名
」
と
「
香
花
料
領
収
簿
」
が
残
っ
て
い
る
。
会
葬
者
の
中
に
は
、
す
で
に
群
馬
へ
帰

郷
し
て
い
た
宮
部
、
長
坂
、
深
井
ら
の
名
が
み
え
て
い
る
。
村
上
の
死
後
、
約
半
月
を
経
た
七
月
一
日
、
た
だ
一
人
残
っ
た
被
告

岩
井
に
対
す
る
公
訴
状
が
浦
和
重
罪
裁
判
所
の
検
事
山
根
恭
太
よ
り
、
裁
判
長
判
事
高
津
雄
介
宛
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
公
訴
状

の
内
容

）
（（
（

は
、
さ
き
に
述
べ
た
予
審
終
結
言
渡
書
の
そ
れ
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

同
年
八
月
九
日
、
浦
和
重
罪
裁
判
所
の
公
判
が
開
か
れ
た
。
裁
判
長
は
、
浦
和
始
審
裁
判
所
長
高
津
雄
介
、
陪
席
は
、
同
裁
判

所
判
事
の
小
川
鉄
吉
と
陶
山
栄
吉
の
両
名
、
立
会
検
察
官
は
検
事
山
根
恭
太
で
あ
る
が
、
弁
護
人
の
氏
名
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の

公
判
に
お
い
て
、岩
井
は
、従
前
の
供
述
を
撤
回
し
、新
し
い
事
実
を
自
白
し
た
。
こ
の
間
の
模
様
を
つ
た
え
る
公
判
傍
聴
筆
記
は
、

み
あ
た
ら
な
い
が
、
の
ち
の
や
り
直
し
裁
判
の
予
審
（
同
年
八
月
十
一
日
）
に
お
い
て
、
予
審
判
事
小
沢
判
事
補
が
、
宮
部
に
対

し
、「
公
判
始
末
書
」
か
ら
、
岩
井
供
述
の
要
点
を
抜
き
出
し
、
新
証
拠
と
し
て
説
明
し
て
い
る
の
で
、
岩
井
供
述
の
概
略
は
判
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明
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
十
七
年
四
月
十
七
日
夜
、
前
夜
か
ら
村
上
家
に
泊
っ
て
い
た
岩
井
に
対
し
て
、
村
上
は
照
山
殺
し
を

頼
ん
だ
が
、
岩
井
は
そ
れ
を
拒
絶
し
た
の
で
、
村
上
は
入
浴
中
の
照
山
を
短
銃
で
射
殺
、
岩
井
、
南
は
、
村
上
に
脅
さ
れ
て
死
体

の
始
末
を
し
、
両
人
で
死
体
を
も
っ
て
杉
ノ
峠
へ
行
き
、
そ
れ
を
遺
棄
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
前
述
の
予
審
決
定
言
渡
書
（
二

十
年
一
月
）
な
ら
び
に
岩
井
に
対
す
る
公
訴
状
（
二
十
年
七
月
）
の
記
載
と
、
こ
の
岩
井
の
新
し
い
供
述
と
を
比
較
す
る
と
、
殺

害
の
場
所
お
よ
ぴ
直
接
の
殺
害
者
が
違
っ
て
い
る
。
宮
部
、
長
坂
、
深
井
、
新
井
、
鈴
木
が
、
さ
き
の
予
審
に
お
い
て
免
訴
に
な

っ
た
理
由
は
、
村
上
に
対
す
る
照
山
殺
害
の
指
示
は
、
教
唆
の
教
唆
で
あ
り
、
そ
れ
は
罪
と
は
な
ら
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で

あ
る
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
岩
井
の
新
し
い
供
述
に
よ
る
と
、
事
情
は
一
変
す
る
。
す
な
わ
ち
、
村

上
が
自
ら
照
山
を
射
殺
し
た
と
す
る
と
、
宮
部
ら
五
名
は
、
直
接
の
教
唆
者
と
な
り
、
罪
を
免
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
岩
井
の
供
述
に
よ
り
、
公
判
は
中
止
さ
れ
た
。
治
罪
法
第
二
六
一
条
に
よ
る
と
「
予
審
ニ
於
テ
被
告
人
免
訴
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ

其
言
渡
確
定
シ
タ
ル
時
ハ
罪
名
ノ
変
更
ア
ル
モ
同
一
ノ
事
件
ニ
付
キ
更
ニ
訴
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
可
シ
但
新
ナ
ル
証
憑
ア
ル
時

ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
新
ナ
ル
証
憑
ア
ル
時
ハ
検
事
ヨ
リ
之
ヲ
会
議
局
ニ
差
出
シ
会
議
局
ニ
於
テ
ハ
其
起
訴
ヲ
許
ス
可
キ
ヤ
否
ヲ
判
決

ス
ヘ
シ
」
と
あ
る
。
検
事
は
、
岩
井
の
新
し
い
供
述
は
、
こ
の
条
文
に
い
う
「
新
ナ
ル
証
憑
」
に
あ
た
る
も
の
と
判
断
し
、
宮
部

ら
五
名
に
対
す
る
再
起
訴
の
意
向
を
固
め
、
公
判
の
中
止
を
求
め
る
一
方
、
関
係
者
に
拘
留
状
を
発
す
る
と
と
も
に
、
浦
和
軽
罪

裁
判
所
の
会
議
局
に
対
し
て
、
再
起
訴
を
要
請
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
、
宮
部
ら
五
名
は
、
免
訴
釈
放
後
七
か
月
で

再
逮
捕
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
ま
ず
宮
部
、
長
坂
逮
捕
の
状
況
に
つ
い
て
、『
め
ざ
ま
し
新
聞
』
は
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る

）
（（
（

。

　

去
る
明
治
十
七
年
中
、
謀
殺
教
唆
の
嫌
疑
に
て
拘
引
せ
ら
れ
、
爾
来
、
埼
玉
県
浦
和
の
監
獄
署
へ
拘
留
、
本
年
四
月
中
、

漸
く
無
罪
放
免
と
な
り
た
る
群
馬
県
の
旧
自
由
党
員
宮
部
襄
、
長
阪
八
郎
の
両
氏
は
、
一
昨
十
日
午
前
、
各
々
其
郷
土
な
る
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高
崎
の
自
宅
よ
り
拘
引
せ
ら
れ
、
直
に
同
所
発
の
第
三
列
車
に
て
浦
和
へ
護
送
せ
ら
れ
た
り
。
…
…

　

つ
づ
い
て
、
同
新
聞
・
翌
八
月
十
三
日
付
は
、

　

前
号
に
記
載
し
た
る
官
部
、
長
坂
両
氏
の
拘
引
後
、
一
昨
夜
十
時
頃
、
先
に
両
氏
と
共
に
放
免
せ
ら
れ
た
る
新
井
愧
三
郎

氏
も
浦
和
監
獄
署
へ
護
送
せ
ら
れ
た
り
と
。
猶
聞
く
所
に
拠
れ
ば
、
該
事
件
被
告
の
岩
井
丑
五
郎
が
予
審
の
陳
述
を
変
更
し

た
る
よ
り
此
に
至
り
た
る
こ
と
は
相
違
な
き
事
実
に
て
、
同
人
の
申
供
は
前
の
予
審
調
の
際
は
、
恩
義
あ
る
を
以
て
村
上
を

保
庇
す
る
為
に
、
自
ら
其
罪
を
負
ふ
た
る
訳
な
れ
ど
も
、
今
や
同
人
の
死
去
せ
る
上
は
、
其
義
理
立
も
無
用
な
り
。
該
件
の

事
実
は
、
村
上
泰
治
氏
が
其
自
宅
に
於
い
て
、
ピ
ス
ト
ル
を
以
て
照
山
の
入
浴
中
、
之
を
打
ち
殺
し
た
る
を
、
自
分
其
依
頼

を
受
け
て
屍
体
を
棄
た
る
迄
な
り
云
々
と
伝
聞
せ
り
。

と
新
井
の
逮
捕
な
ら
び
に
村
上
の
供
述
変
更
の
風
聞
を
報
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
新
聞
・
翌
十
四
日
付
は
、

　

前
号
に
記
し
た
る
宮
部
、
長
坂
両
氏
拘
引
の
一
件
に
付
き
、
若
し
同
一
の
事
件
な
ら
ば
、
先
に
両
氏
等
と
同
時
に
放
免
せ

ら
れ
、
当
時
在
京
中
な
る
深
井
卓
爾
氏
も
、
或
は
拘
引
せ
ら
る
な
ら
ん
か
と
の
評
も
あ
り
し
が
、
一
昨
日
午
前
七
時
、
東
京

四
谷
署
に
拘
引
せ
ら
れ
、
一
旦
警
視
二
局
へ
送
ら
れ
て
種
々
訊
問
あ
り
、
同
日
、
最
終
の
汽
車
に
て
同
じ
く
浦
和
監
獄
へ
護

送
さ
れ
し
と
、
之
に
て
五
名
の
中
、
四
名
は
拘
引
せ
ら
れ
、
鈴
木
新
太
郎
の
み
残
り
居
れ
り
と
。
尤
も
同
人
は
先
頃
よ
り
旅

行
せ
し
由
に
て
、
当
時
、
何
れ
に
あ
る
や
詳
か
な
ら
ざ
る
由
…
…
。
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と
深
井
の
逮
捕
、
鈴
木
の
消
息
を
つ
た
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
鈴
木
が
い
つ
捕
縛
さ
れ
た
の
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。
予
審
は
、

関
係
者
全
員
の
逮
捕
を
侍
た
ず
、
逮
捕
し
た
者
か
ら
順
次
審
理
を
開
始
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
八
月
九
日
の
岩
井
公
判
の
中
止

後
、
関
係
者
の
再
逮
捕
開
始
、
検
事
か
ら
浦
和
軽
罪
裁
判
所
会
議
局
へ
の
再
起
訴
要
請
、
そ
れ
を
認
め
る
会
議
局
決
定
、
検
事
の

起
訴
、
予
審
の
開
始
…
…
こ
れ
ら
の
手
続
き
が
わ
ず
か
数
日
で
完
了
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
異
様
な
動
き
で
あ
っ
た
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
予
審
は
、
同
年
八
月
三
十
一
日
に
終
結
し
た
。『
め
ざ
ま
し
新
聞
』
は
、
予
審
終
結
の
模
様
を
次
の
よ

う
に
つ
た
え
て
い
る

）
（（
（

。

　

群
馬
県
の
有
志
者
宮
部
襄
、
長
阪
八
郎
、
深
井
卓
爾
、
新
井
愧
三
郎
、
鈴
木
新
太
郎
ら
五
氏
謀
殺
教
唆
の
嫌
疑
事
件
は
、

去
る
八
月
三
十
一
日
、
浦
和
の
予
審
廷
に
於
て
終
結
の
言
渡
し
あ
り
た
り
。
而
し
て
聞
く
処
に
拠
れ
ば
、
最
初
数
年
間
収
監

し
て
取
調
べ
た
る
も
、
確
証
な
く
し
て
遂
に
先
頃
無
罪
放
免
の
言
渡
を
な
し
た
る
と
全
く
反
対
に
て
、
最
初
は
先
頃
死
し
た

る
村
上
泰
治
氏
は
教
唆
者
の
地
に
在
り
し
が
、
今
回
の
取
調
に
て
は
、
同
氏
も
行
兇
者
の
地
に
立
ち
、
岩
井
丑
五
郎
、
南
関

三
（
獄
中
病
死
）
と
三
名
に
て
手
を
下
し
、
宮
部
、
長
坂
外
四
氏
は
直
接
の
教
唆
者
と
な
り
、
其
所
為
は
各
々
刑
法
謀
殺
の

条
に
適
し
、
終
に
重
罪
犯
者
と
し
て
浦
和
重
罪
裁
判
所
へ
移
さ
る
ゝ
こ
と
と
な
り
し
な
ら
ん
と
。
尤
も
右
は
岩
井
丑
五
郎
の

口
供
変
更
に
原
因
す
る
由
な
れ
ば
、
公
判
廷
に
て
は
又
如
何
な
る
変
化
を
生
す
る
も
図
ら
れ
ず
と
云
ふ
。

　

さ
て
、
官
部
、
長
坂
、
新
井
、
深
井
、
鈴
木
に
対
す
る
こ
の
予
審
決
定
と
、
さ
き
の
予
審
決
定
（
二
十
年
一
月
）
と
を
比
較
し

て
み
る
と
、
照
山
殺
し
の
謀
議
の
点
で
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
兇
行
の
場
所
が
違
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
新
し
い

予
審
決
定
に
よ
る
と
、
四
月
十
七
日
の
夜
、
村
上
宅
で
照
山
の
入
浴
中
、
村
上
、
岩
井
、
関
の
三
名
が
そ
の
浴
室
に
行
き
、
岩
井
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が
短
銃
で
射
ち
、
関
が
日
本
刀
で
切
り
付
け
た
た
め
、
照
山
は
死
亡
、
三
名
は
そ
の
死
体
に
着
衣
を
つ
け
、
わ
ら
じ
を
履
か
せ
、

岩
井
、
関
が
杉
ノ
峠
ま
で
運
ん
で
遺
棄
し
た
も
の
と
断
定
し
て
い
る
。
前
に
述
べ
た
ご
と
く
、
岩
井
は
八
月
九
日
の
公
判
で
、
村

上
と
三
人
で
射
殺
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
予
審
で
は
、
そ
の
自
供
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
予
審
決
定
に
お
け
る
各
被
告

に
対
す
る
法
律
適
用
で
は
、
宮
部
ら
五
名
は
刑
法
第
一
○
五
条
、
第
二
九
二
条
に
よ
る
謀
殺
教
唆
で
死
刑
に
該
当
す
る
と
し
、
浦

和
重
罪
裁
判
所
の
公
判
に
付
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
村
上
は
、
殺
害
に
際
し
直
接
に
手
を
下
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
殺
害
を

発
議
し
、
現
場
に
居
合
わ
せ
た
た
め
、
正
犯
の
一
人
で
あ
り
、
宮
部
ら
五
名
は
、
村
上
へ
の
直
接
の
教
唆
者
で
あ
る
と
認
定
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
。
同
年
十
二
月
四
日
、
検
事
山
根
恭
太
よ
り
浦
和
重
罪
裁
判
所
長
高
津
雄
介
宛
の
公
訴
状
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の

内
容
は
、
八
月
三
十
一
日
付
の
予
審
決
定
言
渡
書
の
内
容
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
公
判
は
、
は
じ
め
十
一
月
十
四
日
よ
り
開
始
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
二
十
一
日
に
変
更
と
な
り
、
さ
ら
に
延
期
さ
れ
、
つ

い
に
年
内
に
は
開
か
れ
ず
、
翌
二
十
一
年
一
月
十
三
日
に
よ
う
や
く
開
廷
の
運
び
と
な
っ
た
。
延
期
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。

公
判
開
始
を
つ
た
え
る
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
記
事
は
、
次
の
通
り
で
あ
る

）
（（
（

。

　

昨
年
中
、
開
廷
の
筈
な
り
し
も
、
都
合
あ
り
て
本
年
第
一
期
の
重
罪
公
判
に
廻
り
た
る
旧
自
由
党
員
…
…
六
氏
に
係
る
謀

殺
被
告
事
件
の
公
判
は
、
本
日
、
浦
和
重
罪
裁
判
所
に
て
開
廷
す
る
由
。

　

こ
の
公
判
の
裁
判
長
は
判
事
高
津
雄
介
、
陪
席
判
事
は
加
藤
堂
三
郎
、
生
沼
保
永
、
検
察
官
は
検
事
山
根
恭
太
、
書
記
は
脇
田

従
人
、
鈴
木
騰
勢
で
、
弁
譲
人
は
林
和
一
、
高
橋
安
爾
、
近
藤
勝
復
、
野
栄
三
郎
、
辻
村
共
之
の
五
代
言
人
で
あ
る
。
当
日
午
前

十
一
時
に
開
か
れ
た
公
判
廷
で
は
、
裁
判
長
の
人
定
尋
問
、
検
事
の
公
訴
状
朗
読
に
つ
づ
き
、
林
弁
護
人
は
、
突
然
立
っ
て
、
岩
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井
を
の
ぞ
く
宮
部
ら
四
名
に
関
す
る
公
訴
は
、
受
理
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
の
主
張
を
次
の
ご
と
く
展
開
し
た
）
（（
（

。

　

当
弁
護
人
は
、
本
案
に
付
、
二
箇
の
請
求
を
為
す
。
其
一
は
岩
井
丑
五
郎
を
除
く
の
外
、
宮
部
以
下
被
告
一
同
に
関
す
る

公
訴
を
斥
け
ら
れ
ん
こ
と
、
其
二
は
岩
井
丑
五
郎
の
公
訴
を
続
ひ
て
開
廷
せ
ら
れ
ん
こ
と
、
是
な
り
。
…
…
抑
も
本
案
岩
井

丑
五
郎
を
除
く
外
、
宮
部
以
下
四
人
に
対
す
る
被
告
事
件
は
、
明
治
廿
年
一
月
廿
五
日
、
当
予
審
廷
に
於
て
、
間
接
の
教
唆

に
係
る
も
の
と
し
て
免
訴
せ
ら
れ
た
る
な
り
。
…
…
然
し
て
今
回
の
公
訴
は
、
客
年
八
月
九
日
、
当
重
罪
裁
判
所
に
於
て
岩

井
丑
五
郎
の
公
判
を
開
か
れ
し
砌
、
丑
五
郎
が
其
供
述
を
変
更
し
た
る
よ
り
検
察
官
は
其
供
述
を
新
な
る
証
と
し
、
治
罪
法

第
二
百
六
十
一
条
に
基
き
、
会
議
局
へ
申
立
を
為
し
、
同
局
の
判
決
に
依
て
起
れ
る
も
の
な
り
。
夫
れ
被
告
人
の
法
廷
に
於

て
審
問
を
受
く
る
に
当
て
や
、
己
れ
が
利
益
と
な
る
べ
し
と
志
向
せ
ば
、
事
実
と
虚
偽
と
を
撰
ま
す
之
を
述
る
は
、
総
じ
て

被
告
の
情
状
な
り
。
况
ん
や
丑
五
郎
は
予
審
に
於
て
死
刑
を
以
て
処
す
べ
き
も
の
と
終
結
せ
ら
れ
た
り
。
夫
れ
生
き
と
し
生

け
る
も
の
に
し
て
、
誰
か
其
生
を
欲
せ
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
や
。
其
供
述
を
変
じ
て
罪
の
免
る
べ
き
あ
ら
ば
、
之
を
変
す
る
は

当
然
の
事
な
り
。
故
に
其
供
述
は
決
し
て
証
と
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
丑
五
郎
は
曩
に
予
審
廷
に
於
て
、
照
山
を
殺
害
せ

し
は
村
上
泰
治
一
人
の
所
為
な
り
と
陳
白
せ
り
。
然
る
に
予
審
終
結
書
に
は
照
山
を
殺
害
せ
し
は
丑
五
郎
の
所
為
な
り
と
認

め
あ
り
、
以
て
被
告
人
が
一
時
の
供
述
は
容
易
に
信
を
置
き
難
き
を
証
す
べ
し
。
去
れ
ば
丑
五
郎
が
客
年
八
月
九
日
当
法
廷

に
於
て
陳
述
し
た
る
事
実
に
、
新
証
の
資
格
あ
ら
ざ
る
は
明
白
な
り
。
丑
五
郎
は
曩
に
罪
を
己
れ
の
一
身
に
引
受
た
る
程
の

勇
敢
義
膽
の
男
な
れ
ば
、
己
れ
の
供
述
の
変
更
せ
し
よ
り
今
や
多
数
の
被
告
が
出
来
、
将
に
冤
罪
に
罹
ら
ん
と
す
る
を
聞
か

ば
、
復
其
勇
気
を
回
復
し
、
全
く
泰
治
の
教
唆
に
拠
り
て
自
分
等
の
之
を
為
し
た
る
も
の
に
し
て
、
他
人
の
関
係
す
る
所
に

あ
ら
ず
と
言
出
る
も
図
ら
れ
す
。
然
る
時
は
、
何
れ
が
事
実
な
る
や
信
を
置
く
に
苦
む
べ
し
。
而
も
亦
、
明
治
廿
年
一
月
廿
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五
日
を
以
て
終
結
し
た
る
予
審
と
今
回
の
公
訴
状
に
載
す
る
と
こ
ろ
と
は
、
同
事
実
に
し
て
毫
も
異
な
る
所
な
し
。
…
…
泰

治
の
教
唆
に
拠
り
丑
五
郎
は
照
山
を
射
撃
一
貫
き
、
関
三
は
仕
込
杖
を
以
て
殺
了
し
た
る
も
の
に
て
杉
ノ
峠
と
泰
治
が
居
宅

の
湯
殿
と
の
場
所
に
別
あ
る
も
、
両
人
が
泰
治
の
教
唆
に
拠
て
為
し
た
る
所
為
に
は
聊
も
異
な
る
所
な
け
れ
ば
な
り
。
照
山

の
死
は
丑
五
郎
、
関
三
両
人
の
所
為
の
結
果
に
し
て
泰
治
の
傍
に
在
る
と
在
ら
ざ
る
と
は
、
之
に
関
係
す
る
所
な
し
。
何
れ

に
し
て
も
泰
治
か
丑
五
郎
、
関
三
の
二
人
を
教
唆
し
て
照
山
を
殺
さ
し
め
た
る
も
の
な
れ
ば
、
前
の
予
審
終
結
と
法
律
上
決

し
て
変
る
所
な
き
な
り
。
又
一
事
再
理
せ
ず
と
は
治
罪
法
の
原
則
な
り
。
…
…
公
平
無
私
な
る
裁
判
長
陪
席
評
定
官
各
位
、

切
に
請
願
す
。
当
弁
護
人
の
陳
述
を
採
納
あ
り
て
、
丑
五
郎
を
除
く
の
外
、
被
告
一
同
に
対
す
る
公
訴
を
斥
け
ら
れ
、
丑
五

郎
の
公
判
を
の
み
続
て
開
廷
あ
ら
ん
こ
と
を
。

　

つ
づ
い
て
、
辻
村
弁
護
人
も
、
一
事
不
再
理
説
を
述
べ
た
が
、
そ
の
弁
護
中
、
注
目
す
べ
き
箇
所
は
、
次
の
点
で
あ
る

）
（（
（

。

　

今
般
の
公
訴
状
と
先
般
予
審
の
事
実
と
を
比
較
す
る
に
、
犯
所
の
変
更
を
来
し
た
る
迄
に
て
、
別
に
村
上
が
手
を
下
し
た

り
と
云
ふ
に
あ
ら
ず
、
而
し
て
村
上
は
ん
の
口
供
も
新
証
の
一
部
に
加
へ
ら
れ
た
る
も
の
の
如
く
な
る
も
、
村
上
は
ん
、
岩

井
丑
五
郎
等
の
口
供
は
、
宮
部
以
下
の
被
告
に
対
し
、
決
し
て
新
証
と
云
ふ
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
、
何
と
な
れ
ば
村
上
は
ん

は
泰
治
の
亡
妻
に
し
て
、
身
分
上
の
関
係
を
有
し
た
る
参
考
人
な
れ
ば
、
此
等
の
口
供
は
毫
も
証
憑
と
す
る
に
足
ら
ざ
る
が

故
な
り
。
又
、
丑
五
郎
の
口
供
に
至
り
て
は
、
被
告
人
は
法
廷
に
於
て
自
ら
己
れ
の
罪
悪
を
陳
述
す
る
義
務
な
し
と
の
原
則

あ
る
に
拠
り
、
自
己
の
罪
を
免
れ
ん
が
為
め
に
防
衛
の
陳
述
を
為
す
に
至
り
て
は
、
人
情
の
然
ら
し
む
る
所
な
れ
ば
、
決
し

て
他
の
被
告
人
に
対
し
正
当
な
る
証
拠
と
な
す
の
効
力
な
し
。
况
ん
や
死
刑
の
請
求
を
受
け
た
る
被
告
人
に
於
て
を
や
。
特
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に
丑
五
郎
は
、
明
治
十
七
年
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
、
警
察
、
予
審
、
公
判
と
、
其
尋
問
所
を
異
す
る
毎
に
、
又
其
口
供
を

異
せ
し
者
な
れ
ば
、
其
言
の
毫
も
価
値
な
き
や
明
白
な
り
。

　

こ
の
弁
論
に
よ
り
、
村
上
の
妻
は
ん
の
予
審
に
お
け
る
供
述
が
あ
ら
た
に
証
拠
の
一
部
に
採
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
は
岩
井
の
新

し
い
供
述
を
支
持
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
岩
井
の
供
述
は
、
警
察
の
取
り
調
べ
以
来
、
め
ま
ぐ
る
し

く
変
わ
っ
た
こ
と
な
ど
が
判
明
す
る
。
高
橋
、
近
藤
、
野
口
各
弁
護
人
の
弁
論
は
、
い
ず
れ
も
一
事
不
再
理
の
原
則
の
補
足
陳
述

で
あ
っ
た
。
午
前
中
の
公
判
は
、
各
弁
護
人
の
陳
述
だ
け
で
終
了
、
休
憩
の
の
ち
午
後
二
時
に
再
開
さ
れ
た
が
、
そ
の
冒
頭
で
、

岩
井
は

）
（（
（

、

　

昨
年
八
月
九
日
公
判
開
廷
の
節
、
私
よ
り
申
立
た
る
事
実
変
更
の
口
供
は
、
悉
皆
虚
構
の
言
な
る
を
以
て
、
総
て
之
を
取

消
し
、
其
以
前
警
察
及
予
審
に
於
て
為
し
た
る
口
供
が
、
真
実
な
る
も
の
な
れ
ば
、
之
に
拠
り
て
御
審
判
あ
ら
ん
こ
と
を
請

求
す
。

と
、
ま
た
ま
た
そ
の
供
述
を
変
更
し
た
。「
新
ナ
ル
証
憑
」
と
認
定
さ
れ
、
や
り
直
し
裁
判
の
理
由
と
な
っ
た
岩
井
の
供
述
（
八

月
九
日
）
が
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
「
悉
皆
虚
構
の
言
」
と
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
廷
は
こ
の
日
の
岩
井
供
述
を
全

く
取
り
上
げ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。「
新
ナ
ル
証
憑
」
と
認
定
さ
れ
た
岩
井
の
供
述
が
百
八
十
度
変
更
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
法
廷
が
こ
れ
を
問
題
視
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
不
可
解
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
八
月
九
日
の
岩
井
の
供
述
が
否
定
さ
れ
る
と
、

「
新
ナ
ル
証
憑
」
の
能
力
は
完
全
に
失
わ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。



1（

　

宮
部
は
、
予
審
の
場
合
と
同
じ
く
、
教
唆
の
事
実
を
根
本
的
に
否
認
し
、
次
の
ご
と
く
述
べ
た
）
（（
（

。

　

自
分
は
、
弁
護
人
の
申
立
た
る
よ
り
一
層
進
ん
で
此
公
訴
の
受
理
す
へ
か
ら
さ
る
理
由
を
開
陳
せ
ん
。
抑
も
拙
者
は
当
被

告
事
件
に
対
し
て
は
、
毫
も
関
係
な
き
も
の
に
し
て
、
岩
井
が
如
何
に
口
供
を
変
更
す
る
も
、
如
何
な
る
予
審
の
終
結
あ
る

も
、
亦
如
何
な
る
公
訴
状
の
下
附
あ
る
も
、
毫
も
痛
痒
相
感
せ
す
。
抑
も
他
人
の
口
供
や
予
審
終
結
の
為
め
に
、
自
分
の
無

罪
純
白
の
身
を
傷
け
ら
る
ゝ
謂
な
し
。
自
分
は
、
無
罪
潔
白
の
身
な
れ
ば
、
決
し
て
此
の
如
き
公
訴
を
起
さ
る
へ
き
理
由
な

し
。
依
て
連
に
此
公
訴
を
棄
却
あ
ら
ん
こ
と
を
請
求
す
。

　

深
井
も
ま
た
、
宮
部
に
同
調
し
、「
本
件
に
就
て
は
、
何
人
よ
り
も
其
談
に
与
り
た
る
こ
と
な
く
、
更
に
無
関
係
の
者
な
れ
ば
、

決
し
て
公
訴
の
成
立
ち
べ
き
理
由
な
し
」
と
主
張
し
た
。
新
井
、
鈴
木
、
長
坂
が
、
ど
ん
な
陳
述
を
行
な
っ
た
か
は
、
明
ら
か
で

な
い
。
検
事
が
、
各
弁
護
人
お
よ
び
被
告
の
発
言
は
「
会
議
局
の
判
決
（
再
起
訴
を
許
し
た
判
決
…
…
寺
崎
註
）
を
非
難
す
る
に

過
ぎ
ざ
れ
ば
、
価
値
な
き
論
争
で
あ
る
」
と
述
べ
た
の
に
対
し
、
各
弁
護
人
は
一
斉
に
反
撥
し
、
や
り
直
し
予
審
の
決
定
は
、
前

の
予
審
の
そ
れ
と
、
兇
行
場
所
を
の
ぞ
い
て
は
、
事
実
関
係
は
、
ほ
と
ん
ど
違
わ
な
い
か
ら
、
公
訴
は
受
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
強
硬
に
主
張
し
た
。
午
後
三
時
、
裁
判
長
は
暫
時
の
休
憩
を
宣
言
し
、
再
開
後
の
法
廷
で
、
被
告
、
弁
護
人
の
申

立
て
を
却
下
す
る
旨
の
判
決
を
口
頭
で
言
い
渡
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
被
告
側
は
、
上
告
を
申
立
て
た
の
で
、
裁
判
長
は
、
公
判

の
中
止
を
告
げ
、
午
後
三
時
半
に
閉
廷
し
た

）
（（
（

。
大
審
院
の
公
判
は
、
同
年
十
月
十
三
日
に
開
廷
、
翌
十
一
月
十
日
、
上
告
棄
却
の

言
い
渡
し
が
行
な
わ
れ
た
。
裁
判
長
は
西
岡
逾
明
、
陪
席
評
定
官
は
河
口
定
義
、
山
根
秀
介
、
昌
谷
千
里
、
評
定
官
代
理
中
定
勝

（
東
京
控
訴
院
評
定
官
）、
立
会
検
察
官
は
赤
司
欽
一
、
上
告
代
言
人
は
林
和
一
、
中
島
又
五
郎
、
高
橋
安
爾
、
辻
村
共
之
、
大
岡
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育
造
、
太
谷
木
備
一
郎
、
高
橋
捨
六
で
あ
っ
た
。
大
審
院
判
決
の
要
旨
は
、
治
罪
法
第
二
六
一
条
の
一
事
不
再
理
の
原
則
も
「
新

ナ
ル
証
憑
ア
ル
時
」
は
、
検
事
の
請
求
で
「
会
議
局
ニ
於
テ
」「
其
起
訴
ヲ
許
ス
可
キ
ヤ
否
ヤ
ヲ
判
決
ス
」
る
例
外
を
み
と
め
て

お
り
、
本
件
の
場
合
は
、
そ
れ
に
該
当
し
、「
新
ナ
ル
証
憑
」
か
否
か
は
、
会
議
局
に
一
任
し
て
い
る
「
採
証
及
ビ
事
実
ノ
論
点
」

で
あ
り
、
大
審
院
が
「
監
査
」
す
る
問
題
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

）
（（
（

。
こ
の
判
決
を
不
服
と
し
た
宮
部
、
深
井
、
長
坂
の
三
名

は
、
さ
ら
に
大
審
院
へ
哀
訴
し
た
。
鈴
木
、
新
井
は
、
こ
の
哀
訴
に
は
加
わ
っ
て
い
な
い
。
大
審
院
の
哀
訴
公
判
が
い
つ
か
ら
開

か
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
同
年
十
二
月
七
日
、
棄
却
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
。『
読
売
新
聞
』
は

）
（（
（

、

　

旧
自
由
党
員
な
る
群
馬
県
人
宮
部
襄
、
長
坂
八
郎
、
深
井
卓
爾
の
三
氏
が
、
昨
年
、
浦
和
重
罪
裁
判
所
に
て
、
謀
殺
教
唆

事
件
の
公
判
に
附
せ
ら
れ
た
る
節
、
一
事
件
再
理
す
べ
か
ら
ざ
る
の
申
立
て
を
な
し
、
遂
に
大
審
院
へ
上
告
し
た
る
も
、
棄

却
さ
れ
た
る
に
付
き
、
代
言
人
林
和
一
氏
よ
り
更
に
哀
訴
に
及
ば
れ
し
が
、
其
趣
意
立
ず
し
て
、
昨
日
、
棄
却
さ
れ
た
り
。

と
報
じ
て
い
る
。
哀
訴
公
判
を
担
当
し
た
の
は
裁
判
長
西
岡
逾
明
以
下
、
さ
き
の
十
一
月
十
日
の
上
告
棄
却
判
決
を
言
渡
し
た
判

事
た
ち
で
あ
り
、
判
決
内
容
も
前
判
決
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
、
治
罪
法
第
二
六
一
条
に
い
う
「
新
タ
ナ
ル
証
拠
」
か
否
か
の
判
断

は
、
大
審
院
の
監
査
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
点
の
判
断
を
欠
く
さ
き
の
判
決
は
「
訴
訟
関
係
人
ヨ
リ
申
立
タ
ハ
条
件

ニ
付
判
決
ヲ
為
サ
ス
」
と
い
う
上
告
人
の
哀
訴
理
由
を
斥
け
た
も
の
で
あ
っ
た

）
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
回
に
わ
た
る
上
訴
も
、
大
審
院
に
よ
っ
て
棄
却
さ
れ
た
の
で
、
事
件
は
、
再
び
浦
和
重
罪
裁
判
所
の
公
判
に

移
っ
た
。『
時
事
新
報
』
は
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る

）
（（
（

。
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浦
和
重
罪
裁
判
所
に
於
て
、
去
る
十
一
日
よ
り
自
由
党
員
宮
部
襄
氏
外
五
名
の
謀
殺
教
唆
事
件
に
係
る
公
判
を
開
廷
せ
し

が
、
一
昨
二
十
八
日
を
以
て
全
く
終
結
を
告
げ
た
る
趣
に
て
、
今
三
十
日
該
裁
判
を
宣
告
す
る
よ
し
。
又
、
該
公
判
弁
論
の

時
に
当
り
、
立
会
検
察
官
は
長
阪
八
郎
、
新
井
愧
三
郎
、
鈴
木
新
太
郎
、
岩
井
丑
五
郎
の
四
氏
に
対
す
る
公
訴
を
放
棄
し
た

り
と
。

　

岩
井
に
対
す
る
公
訴
放
棄
は
、
彼
が
有
罪
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
誤
報
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
が
、
長
坂
、
新
井
、

鈴
木
ら
は
無
罪
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
検
事
の
公
訴
放
棄
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
公
判
の
模
様
は
、
公
判
始
末
書

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
詳
し
い
新
聞
報
道
も
み
あ
た
ら
な
い
の
で
全
く
不
明
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
の
裁
判
長
は
高
津
雄
介
、
陪
席

判
事
は
小
川
銕
吉
、
陶
山
栄
吉
、
立
会
検
察
官
は
山
根
恭
太
、
書
記
は
脇
田
従
人
、
鈴
木
騰
勢
で
あ
り
、
判
決
の
結
果
は
、
岩
井

が
殺
人
罪
で
有
期
徒
刑
十
二
年
、
宮
部
、
深
井
は
殺
人
教
唆
罪
で
同
じ
く
有
期
徒
刑
十
二
年
、
長
坂
、
新
井
は
証
拠
不
十
分
で
無

罪
で
あ
っ
た
。
浦
和
重
罪
裁
判
所
の
判
決
を
一
覧
表
に
整
理
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

氏　

名

族　

籍

罪  

名

適
用
条
文

量  

刑

宮
部　

襄

群
馬
県
士
族

謀
殺
教
唆

一
〇
五
条
、
二
九
二
条

八
九
条
、
九
〇
条

有
期
徒
刑
十
二
年

（
死
刑
よ
り
二
等
減
）

長
坂
八
郎

群
馬
県
士
族

無
罪

深
井
卓
爾

群
馬
県
士
族

謀
殺
教
唆

一
〇
五
条
、
二
九
二
条

八
九
条
、
九
〇
条

有
期
徒
刑
十
二
年

（
死
刑
よ
り
二
等
減
）
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新
井
愧
三
郎

群
馬
県
平
民

無
罪

岩
井
丑
五
郎

群
馬
県
平
民

謀
殺

二
九
二
条
、 

八
九
条
、

九
〇
条

有
期
徒
刑
十
二
年

（
死
刑
よ
り
二
等
減
）

　

ま
た
、
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
鈴
木
の
名
前
は
、
判
決
文
に
み
え
て
い
な
い
。
な
お
、
こ
の
判
決
に
よ
る
と
、
兇
行
の

現
場
は
村
上
の
自
宅
、
直
接
に
手
を
下
し
た
殺
害
者
は
、
村
上
と
岩
井
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
後
者
の
点
は
、
前
述
の
二
十
年

十
二
月
四
日
の
公
訴
状
と
は
違
っ
て
い
る
。
有
罪
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
た
三
名
の
う
ち
、
岩
井
だ
け
は
服
罪
し
た
が
、
宮
部
、
深

井
は
、
そ
れ
を
不
満
と
し
て
大
審
院
へ
上
告
し
た
。
上
告
趣
旨
は
、
判
決
が
照
山
殺
し
を
発
議
し
た
の
は
、
鈴
木
、
新
井
で
あ
る

こ
と
を
み
と
め
な
が
ら
、
判
決
の
結
果
で
は
、
そ
れ
ら
の
首
謀
者
の
件
が
「
煙
消
」
し
て
い
る
。
ま
た
、
判
決
は
宮
部
、
深
井
が

村
上
に
対
し
て
照
山
殺
害
を
依
嘱
し
た
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
全
く
無
根
の
事
柄
で
あ
る
。
と
く
に
四
月
十
四
日
夜
、
宮
部
が

照
山
に
秩
父
行
き
を
や
め
る
よ
う
語
っ
た
事
実
が
あ
り
、
そ
の
現
場
に
居
合
わ
せ
た
長
坂
欽
吾
の
喚
問
を
請
求
し
た
が
、
浦
和
の

裁
判
所
は
そ
れ
を
拒
否
し
た
こ
と
、
お
よ
び
宮
部
、
深
井
が
村
上
に
照
山
殺
害
を
依
嘱
し
た
と
い
う
四
月
十
五
日
夜
は
、
官
部
も

深
井
も
と
も
に
宮
部
宅
に
在
宅
せ
ず
、
そ
れ
を
証
す
る
た
め
宮
部
の
家
人
二
人
と
群
馬
県
警
部
高
山
幸
男
（
宮
部
ら
は
、
当
初
前

橋
で
取
り
調
べ
を
う
け
た
際
、
同
様
の
事
実
を
、
こ
の
高
山
警
部
に
述
べ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）
の
喚
問
を
要
求
し
た
が
、

こ
れ
ま
た
裁
判
所
で
拒
否
さ
れ
た
こ
と
は
、
被
告
人
に
「
反
証
ヲ
挙
グ
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
サ
ル
」「
不
法
ノ
処
分
」
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
大
審
院
の
裁
判
長
は
西
岡
逾
明
、
陪
席
評
定
官
は
河
口
定
義
、
山
根
秀
介
、
奥
山
政
敬
、
岡
村
為
蔵
、
立
会
検
察
官
は
楠

正
位
、
書
記
は
石
阪
義
雄
で
あ
っ
た
。
公
判
は
、
二
十
二
年
六
月
十
一
日
に
開
廷
さ
れ
、
同
月
二
十
九
日
に
は
判
決
の
言
い
渡
し

が
行
な
わ
れ
た
。
上
告
棄
却
で
あ
る

）
（（
（

。『
東
京
日
日
新
聞
』
は
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
）
（（
（

。
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群
馬
県
西
群
馬
郡
高
崎
駅
柳
川
町
士
族
宮
部
襄
同
龍
見
町
士
族
深
井
卓
爾
（
何
れ
も
旧
自
由
党
）
の
両
氏
は
先
般
浦
和
重

罪
裁
判
所
に
於
て
謀
殺
教
唆
事
件
に
て
各
有
期
徒
刑
十
二
年
に
処
せ
ら
れ
し
処
此
の
言
渡
を
不
当
と
し
上
告
せ
し
に
付
大
審

院
に
て
去
る
十
一
日
公
判
を
開
き
審
問
の
末
右
上
告
は
其
の
趣
旨
及
び
代
言
人
の
論
旨
を
も
治
罪
法
第
四
百
十
条
に
適
合
せ

ざ
る
も
の
と
て
同
法
第
六
七
条
四
百
二
十
七
条
に
依
り
上
告
は
棄
却
す
る
も
の
な
り
と
昨
日
宣
告
相
成
た
り
。

　

ま
た
『
朝
野
新
聞
』
も
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る

）
（（
（

。

　

宮
部
襄
、
深
井
卓
爾
謀
殺
教
唆
事
件
は
兼
て
大
審
院
へ
上
告
中
の
所
上
告
の
理
由
代
言
人
の
論
旨
相
立
ず
と
て
昨
日
棄
却

せ
ら
れ
た
り
。
尚
両
氏
は
哀
訴
す
る
筈
な
り
と
。

　

し
か
し
、「
両
氏
は
哀
訴
す
る
筈
」
と
い
う
『
朝
野
新
聞
』
の
観
測
は
、
当
た
ら
な
か
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
両
名
は
、

上
告
棄
却
判
決
か
ら
五
日
目
の
七
月
四
日
に
は
、
浦
和
監
獄
所
に
入
獄
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

四　

特
赦
出
獄
と
公
権
回
復

　

こ
う
し
て
、
有
期
徒
刑
十
二
年
の
判
決
が
確
定
し
た
宮
部
、
深
井
は
、
一
足
先
に
有
罪
が
確
定
し
て
い
た
岩
井
（
有
期
徒
刑

十
二
年
）と
同
様
に
、ま
も
な
く
北
海
道
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
十
五
年
刑
法
に
よ
れ
ば
、「
徒
刑
」は「
島
地
」に「
発

遣
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
第
一
七
条
）。
ち
な
み
に
北
海
道
送
り
と
な
っ
た
彼
ら
の
「
獄
署
ノ
経
由
」
は
、
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次
の
通
り
で
あ
る
。

▽
宮　

部　

襄　

明
治
二
十
二
年
七
月
四
日
浦
和
監
獄
署
→
同
年
同
月
九
日
東
京
仮
留
監
→
同
年
九
月
十
日
樺
戸
集
治
監

▽
深
井　

卓
爾　

明
治
二
十
二
年
七
月
四
日
浦
和
監
獄
署
→
同
年
同
月
九
日
東
京
仮
留
監
→
同
年
九
月
十
日
樺
戸
集
治
監

▽
岩
井
丑
五
郎　

明
治
二
十
二
年
四
月
三
日
浦
和
監
獄
署
→
同
年
同
月
十
六
日
東
京
仮
留
監
→
同
年
六
月
二
十
日
樺
戸
集
治

　
　
　
　
　
　

監

　

こ
れ
ら
三
名
の
う
ち
、
浦
和
重
罪
裁
判
所
の
判
決
（
殺
人
罪
で
有
期
徒
刑
十
二
年
）
を
受
け
入
れ
、
上
告
を
し
な
か
っ
た
岩
井

の
場
合
、
刑
期
の
起
算
日
は
、
判
決
日
の
二
十
二
年
三
月
三
十
日
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
が
、
浦
和
重
罪
裁
判
所
の
判
決
（
殺

人
教
唆
罪
で
有
期
徒
刑
十
二
年
）
が
不
満
で
大
審
院
へ
上
告
し
た
宮
部
、
深
井
の
場
合
、
ど
う
な
の
か
。
大
審
院
判
決
（
上
告
棄

却
）
の
あ
っ
た
同
年
六
月
二
十
九
日
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、こ
の
点
に
つ
い
て
は
、刑
法
第
五
一
条
一
項
に
、「
上

訴
正
当
ナ
ル
時
」
刑
期
の
起
算
日
は
「
前
判
宣
告
ノ
日
」
と
す
る
と
の
規
定
が
あ
り
、
宮
部
、
深
井
の
場
合
は
「
上
訴
正
当
ナ
ル

時
」
に
あ
た
る
の
で
、
彼
ら
の
刑
期
の
起
算
日
は
、
岩
井
と
同
じ
浦
和
重
罪
裁
判
所
の
判
決
が
言
渡
さ
れ
た
明
治
二
十
二
年
三
月

三
十
日
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
有
期
徒
刑
十
二
年
の
量
刑
で
樺
戸
集
治
監
で
服
役
中
の
宮
部
、
深
井
、
岩
井
の
三
名
が
満
期
出
獄
で
き
る
の
は
、

明
治
三
十
四
年
三
月
三
十
日
の
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
獄
則
を
よ
く
守
り
、
模
範
囚
と
し
て
評
価
さ
れ
た
結
果
、

刑
期
約
六
年
を
経
過
し
た
時
点
で
、
特
赦
出
獄
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
つ
た
え
る
『
官
報
』
の
記
事
は
、
次
の
通

り
で
あ
る

）
（（
（

。



24

　

群
馬
県
西
群
馬
郡
高
崎
町
士
族
宮
部
襄
、
同
所
士
族
深
井
卓
爾
ハ
謀
殺
教
唆
ノ
科
ニ
因
リ
、
同
県
南
甘
楽
郡
阪
原
村
平
民

岩
井
丑
五
郎
ハ
謀
殺
ノ
科
ニ
因
リ
明
治
二
十
二
年
三
月
浦
和
重
罪
裁
判
所
ニ
於
テ
各
々
有
期
徒
刑
十
二
年
ノ
宣
告
ヲ
受
ケ
服

役
中
ノ
処
丑
五
郎
ハ
本
月
一
日
襄
及
卓
爾
ハ
同
二
日
孰
モ
特
典
ヲ
以
テ
放
免
セ
ラ
レ
タ
リ

　

こ
れ
に
よ
り
、
岩
井
は
明
治
二
十
八
年
七
月
一
日
に
、
宮
部
と
深
井
は
同
月
二
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
特
赦
放
免
と
な
り
、
樺
戸
集

治
監
を
出
獄
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

た
だ
し
、
特
赦
放
免
さ
れ
た
と
は
い
え
、「
重
罪
ノ
刑
」
に
処
せ
ら
れ
た
浦
和
事
件
関
係
者
は
「
公
権
」
を
回
復
し
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
明
治
十
五
年
刑
法
に
よ
れ
ば
、「
重
罪
ノ
刑
」
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
、「
終
身
」「
公
権
ヲ
剥
奪
」
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
明
治
三
十
年
に
入
る
と
、「
重
罪
ノ
刑
」
に
処
せ
ら
れ
た
自
由
民
権
運
動
家
の
公
権
回
復

の
機
運
が
盛
り
上
が
り
、
宮
部
襄
、
深
井
卓
爾
、
岩
井
丑
五
郎
の
三
名
の
公
権
回
復
に
つ
い
て
も
、
内
閣
は
こ
れ
を
特
別
に
検
討

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
三
十
年
五
月
二
十
八
日
、
司
法
大
臣
清
浦
奎
吾
は
、
内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理
黒
田
清
隆
に
対
し
、

上
記
三
名
の
公
権
を
特
典
を
も
っ
て
回
復
す
べ
く
、
次
の
ご
と
き
上
申
書
を
提
出
し
た
の
で
あ
る

）
（（
（

。

司
法
省
刑
乙
第
四
一
八
号

別
紙
群
馬
県
平
民
宮
部
襄
外
二
名
復
権
ノ
件
上
奏
書
及
進
達
候
也

　

明
治
三
十
年
五
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

司
法
大
臣  

清　

浦　

奎　

吾

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理
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枢
密
院
議
長
伯
爵　

黒　

田　

清　

隆　

殿

　

右
の
文
中
の
「
別
紙
」
と
は
、
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た

）
（（
（

。

　
　
　
　
　

群
馬
県
平
民
宮
部
襄
同
深
井
卓
爾
同
岩
井
丑
五
郎
復
権
ノ
儀
ニ
付
上
奏

　

群
馬
県
平
民
宮
部
襄
同
深
井
卓
爾
同
岩
井
丑
五
郎
ハ
謀
殺
ノ
罪
ニ
依
リ
明
治
二
十
二
年
三
月
三
十
日
浦
和
重
罪
裁
判
所
ニ

於
テ
各
有
期
徒
刑
十
二
年
ニ
処
セ
ラ
レ
其
後
特
赦
ノ
恩
典
ヲ
受
ケ
出
獄
シ
タ
ル
者
共
ニ
有
之
候
処
孰
レ
モ
其
犯
罪
ノ
重
大
ナ

ル
ニ
拘
ラ
ス
政
党
保
護
ニ
熱
心
ノ
余
リ
自
党
ノ
患
害
ヲ
除
カ
ン
カ
為
メ
遂
ニ
犯
行
ヲ
為
ス
ニ
至
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
犯
情

頗
ル
斟
酌
ス
ヘ
キ
処
ア
ル
ニ
付
キ
特
典
ヲ
以
テ
将
来
ノ
公
権
ヲ
復
セ
ラ
レ
候
様
致
度
此
段
上
奏
候
也

　
　

明
治
三
十
年
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

司
法
大
臣　

清　

浦　

奎　

吾

　

右
の
五
月
二
十
八
日
付
清
浦
司
法
相
の
上
申
書
を
受
理
し
た
内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理
黒
田
清
隆
は
、
た
だ
ち
に
内
閣
法
制
局

に
対
し
、
こ
の
問
題
の
審
査
を
命
じ
た
。
内
閣
法
制
局
が
こ
の
問
題
の
審
査
を
終
了
し
、
そ
の
結
果
を
回
答
し
た
の
は
、
そ
れ
か

ら
一
ヵ
月
余
り
を
経
過
し
た
六
月
二
十
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
六
月
二
十
九
日
付
内
閣
法
制
局
長
官
神
鞭
知
常
よ
り
内
閣
総
理

大
臣
松
方
正
義
宛
回
答
書
な
ら
び
に
指
令
案
は
、
次
の
通
り
で
あ
る

）
（（
（

。

　
　
　

明
治
三
十
年
六
月
二
十
九
日
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内　

閣　

総　

理　

大　

臣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法　

制　

局　

長　

官

　

別
紙
司
法
大
臣
上
奏
群
馬
県
平
民
宮
部
襄
外
二
名
ノ
復
権
ノ
件
ヲ
審
査
ス
ル
ニ
上
奏
ノ
通
特
典
ヲ
以
テ
公
権
ヲ
復
セ
ラ
レ

可
然
ト
信
認
ス
仍
テ
指
令
案
左
ノ
通
ニ
テ
可
然
哉

　
　
　
　
　

指　
　

令　
　

案

　

特
典
ヲ
以
テ
群
馬
県
平
民
宮
部
襄
同
深
井
卓
爾
同
岩
井
丑
五
郎
ノ
公
権
ヲ
復
ス

　
　
　

明
治
三
十
年
七
月
十
二
日

　

奉　
　
　

勅　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内　

閣　

総　

理　

大　

臣

　

か
く
し
て
、
明
治
三
十
年
七
月
十
二
日
、
右
の
指
令
案
通
り
、
宮
部
襄
以
下
三
名
の
事
件
関
係
者
の
公
権
は
、「
特
典
ヲ
以
テ
」

回
復
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

五　

む　

す　

び

　

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
有
期
徒
刑
十
二
年
の
有
罪
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
た
宮
部
ら
三
名
は
、
北
海
道
樺
戸
で
服
役
し
、
い
ず

れ
も
二
十
八
年
七
月
に
特
赦
放
免
と
な
り
、
さ
ら
に
三
十
年
に
は
特
赦
で
「
公
権
」
を
回
復
し
た
。

　

彼
ら
の
中
で
唯
一
政
界
復
帰
を
め
ざ
し
た
宮
部
は
、
そ
の
後
、
三
十
五
年
、
三
十
六
年
の
総
選
挙
に
立
候
補
し
た
が
、
い
ず
れ

も
敗
北
を
喫
し
、
三
十
七
年
三
月
一
日
に
実
施
さ
れ
た
第
九
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
よ
う
や
く
初
当
選
を
果
た
し
た
。
し
か
し

時
代
は
、
か
つ
て
の
自
由
民
権
時
代
と
は
大
き
く
異
な
り
、
も
は
や
彼
の
政
治
基
盤
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
四
十
一
年
第
十
回
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総
選
挙
に
敗
れ
る
と
、
彼
は
引
退
を
す
る
ほ
か
は
な
く
、
悠
々
自
適
の
送
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。『
時
事
新
報
』
は
、「
人

の
今
昔
」
と
題
す
る
連
載
記
事
の
な
か
で
、
晩
年
の
宮
部
を
採
り
あ
げ
、
次
の
よ
う
な
論
評
を
し
て
い
る

）
（（
（

。

日
暮
里
金
杉
二
六
六
と
い
へ
ば
御
行
松
よ
り
一
丁
許
り
隔
り
た
る
処
に
寓
居
し
を
れ
り
と
聞
い
て
尋
ね
た
け
れ
ど
容
易
に
見

当
ら
ず
、
漸
と
と
あ
る
路
次
の
奥
に
天
野
次
郎
と
い
う
標
札
の
あ
る
に
、
若
し
や
と
訪
な
へ
ば
三
十
頃
の
主
婦
ら
し
き
人
出

来
り
て
「
宮
部
は
先
程
外
出
し
て
今
留
守
で
す
」
と
答
ふ
る
に
、
面
会
の
機
会
を
得
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
っ
た
が
、
打

見
た
る
家
の
様
子
か
ら
、
彼
の
身
の
上
に
も
今
は
時
な
ら
ぬ
秋
風
が
吹
き
わ
た
り
、
洒
落
で
も
な
く
風
雅
で
も
な
く
し
や
う

事
な
し
に
此
都
の
片
ほ
と
り
に
詫
住
居
し
て
ゐ
る
と
見
て
取
っ
た
の
は
僻
目
か
。
天
無
情
、
人
無
情
、
杜と

鵑け
ん

の
聲
に
暁
窓
の

夢
屡
々
駭お

ど
ろ

か
る
ゝ
彼
は
ま
た
薄
倖
の
身
の
成
行
を
喞か
こ

つ
一
人
で
あ
ら
う
。

　

ま
さ
に
宮
部
の
晩
年
は
、「
秋
風
が
吹
き
わ
た
り
」、「
天
無
情
」、「
人
無
情
」
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
日
々
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
関
東
大
震
災
直
後
の
大
正
十
二
年
九
月
九
日
、
往
年
の
自
由
民
権
運
動
家
宮
部
襄
は
、
人
知
れ
ず
七
十
六
歳
で
亡
く

な
っ
た
。
九
月
十
六
日
東
京
に
て
告
別
式
が
お
こ
な
わ
れ
、
十
八
日
に
は
高
崎
市
通
町
安
国
寺
で
葬
儀
が
営
ま
れ
た
。
墓
所
は
高

崎
市
の
同
寺
に
あ
る

）
（（
（

。

　
注

（
１
）　

大
日
方
純
夫
「
あ
る
民
権
家
の
回
想
―
―
斉
藤
壬
生
雄
と
自
由
党
」（『
歴
史
評
論
』
三
八
七
号
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
、
六
六
頁
）。

（
２
）　

拙
著
『
明
治
自
由
党
の
研
究
』
上
巻
、
昭
和
六
十
二
年
、
二
二
頁
以
下
。



2（

（
３
）（
４
）　
「
予
審
終
結
言
渡
書
」、
前
掲
『
日
野
沢
村
誌
』
一
七
一
頁
以
下
。

（
５
）　
『
郵
便
報
知
新
聞
』
明
治
十
七
年
五
月
二
十
六
日
付
。

（
６
）　
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
七
年
八
月
十
日
付
。

（
７
）　

前
掲
「
村
上
泰
治
の
裁
判
」
は
、
村
上
に
対
す
る
密
室
監
禁
延
長
言
渡
書
の
日
付
「
明
治
十
九
年
九
月
二
十
七
日
」
を
「
明
治
二
十
年
九

月
二
十
七
日
」
と
誤
読
し
た
上
で
、
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

（
８
）　

こ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
手
塚
豊
博
士
が
撮
影
し
た
写
真
版
を
利
用
し
た
。

（
９
）　

註
３
に
同
じ
。

（
10
）　
「
告
知
書
」（
写
真
版
）。

（
11
）　
『
朝
野
新
聞
』
明
治
二
十
年
二
月
一
日
付
。

（
12
）　
「
公
訴
状
」（
二
十
年
七
月
）、『
朝
野
新
聞
』
明
治
二
十
一
年
一
月
十
五
日
付
。

（
13
）　
『
め
ざ
ま
し
新
聞
』
明
治
二
十
年
八
月
十
二
日
付
。

（
14
）　
『
め
ざ
ま
し
新
聞
』
明
治
二
十
年
九
月
六
日
付
。

（
15
）　
『
郵
便
報
知
新
聞
』
明
治
二
十
一
年
一
月
十
三
日
付
。

（
16
）　
「
謀
殺
教
唆
事
件
公
判
」（『
朝
野
新
聞
』
明
治
二
十
一
年
一
月
十
七
日
付
）。

（
17
）―（
20
）　
「
謀
殺
教
唆
事
件
公
判
」（『
朝
野
新
聞
』
明
治
二
十
一
年
一
月
十
八
日
付
）。

（
21
）　
「
大
審
院
判
決
書
」
明
治
二
十
一
年
十
一
月
十
日
甲
第
八
百
拾
九
号
。

（
22
）　
『
読
売
新
聞
』
明
治
二
十
一
年
十
二
月
八
日
付
。

（
23
）　
「
大
審
院
判
決
書
」
明
治
二
十
一
年
十
二
月
七
日
甲
第
七
百
六
十
三
号
。

（
24
）　
『
時
事
新
報
』
明
治
二
十
二
年
三
月
三
十
日
付
。
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（
25
）　
「
大
審
院
判
決
書
」
明
治
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日
甲
第
九
百
三
十
八
号
。

（
26
）　
『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
二
十
二
年
六
月
三
十
日
付
。

（
27
）　
『
朝
野
新
聞
』
明
治
二
十
二
年
六
月
三
十
日
付
。

（
2（
）　
『
官
報
』
明
治
二
十
八
年
七
月
十
六
日
付
。

（
2（
）―（
31
）　
「
明
治
三
十
年
公
文
雑
纂
」
巻
二
十
二
、
司
法
省
二
（
国
立
公
文
書
館
蔵
）。

（
32
）　
「
人
の
今
昔
、
四
十
、
宮
部
襄
氏
」（『
時
事
新
報
』
明
治
四
十
五
年
七
月
十
日
付
）。

（
33
）　

藤
沢
徳
三
「
宮
部
襄
翁
伝
」（『
上
毛
及
上
毛
人
』
第
一
〇
四
号
、
大
正
十
四
年
十
二
月
、
二
六
頁
以
下
）。




